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工期延長については予定していません。

が標準のため）

と設計業務等標準積算基準書にある標準歩掛と変わりありません。

別途計上しない理由をご教示ください。また協議等により変更対

象となるでしょうか。

②経費条件表

また、算出方法をご教示ください。

③工期延長の予定またはお考えはあるでしょうか。

④修景設計は「道路付帯構造物・小構造物設計」に「修景設計を

含む」として計上されておりますが、設計書に記載されている歩掛

印刷製本費ですが、何を基準に算出しているかご教示ください。

工期が限られているため、１回計上しています。

協議頻度によりにより設計変更の対象とします。
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質　問　事　項 回　　　　　　答

①内訳表(第7号）

中間打合せは１回のみ計上されていますが、理由をご教示くださ

い。（設計業務委託等標準積算基準書では中間打合せは５回

また、協議等により設計変更の対象となるでしょうか。

想定される関係機関協議用資料の印刷製本費を概算で計上

しており、増減が生じた場合は設計変更の対象とします。

必要となるなどの場合は、設計変更の対象とします。

ません。なお、他業務の成果品を取り入れる際に別途作業が

本業務に取り入れることを想定しているため、計上をしており

修景設計については他業務で検討を行っており、その成果品を


